規則等案の概要

１　規則等の案の題名
　静岡市清水港海づり公園条例施行規則（案）

２　規則等を定める根拠となる法令の条項
　静岡市清水港海づり公園条例第14条

３　制定の趣旨
清水港江尻地区においては、市民の健全な余暇の利用に供し、及び港に親しむ憩いの場を提供することにより、海と港に対する理解を深めるため、メガフロートを活用した旧海釣り公園が設置されていたが、東日本大震災における放射能汚染水の貯蔵施設としてメガフロートを東京電力（株）に売却することとなり、同公園は平成22年度末に廃止された（設置条例の廃止：平成23年４月５日）。
メガフロートの売却益は、旧海づり公園の役割を継承する施設の建設に要する経費とするため、静岡市清水港海づり公園代替施設建設基金に積み立てており、清水港を所管する静岡県と連携しながら、清水港新興津地区において後継施設の整備を進めてきた。
清水港内における埋立等の工事が進み、清水港内の埋立事業地（事業主：静岡県）内において本市が整備を進めている本施設について令和８年度当初から供用開始できる見通しとなったため、静岡市清水港海づり公園条例の施行に関し必要な事項を定めるもの。

４　規則等の案の内容
次に掲げる事項を定めるため、「静岡市清水港海づり公園条例」の施行に併せて、関連する規則を制定することを検討しています。
（１）利用許可手続きに関すること
　　・利用する者は条例に定める金額を支払い、利用券の交付を受ける。
（２）使用料金の還付に関すること 
　　・使用料の還付を受ける場合は利用券を添えて申請書を提出する。
（３）使用料金の減免又は免除に関すること 
　　・使用料の減額免除を受ける場合は申請書を提出する。
（４）施設利用者の遵守事項に関すること
　　・他の利用者へ迷惑を及ぼす恐れのある物品の持ち込み及び迷惑行為をしない。　等

５　規則等を施行する時期（予定）
　　令和８年４月（海づり公園供用日）
